
（公印省略） 

児青第３０２８３-１号 

令和４年４月１１日 

 

群馬県産婦人科医会会⾧ 様 

  

 

 

                    群馬県生活こども部         

       児童福祉・青少年課⾧ 中村 祐一  

 

 

不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について 

 

日頃より母子保健事業に御理解、御尽力いただき深く感謝申し上げます。 

さて、厚生労働省子ども家庭局母子保健課より別添のとおり送付されました。 

参考のため送付しますので、情報提供等に御活用くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

  

 

    担 当：母子保健係 大村       

    電 話：027-226-2606         

    メール：oomura-na@pref.gunma.lg.jp   
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事 務 連 絡 

令和４年４月８日 

 

  都 道 府 県 

各  保健所設置市  母子保健主管部（局） 御中 

    特 別 区 

 

 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について 

 

 

母子保健行政の推進につきましては、かねてより格別のご配慮賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 流産・死産・人工妊娠中絶を含む子どもの死を経験された方に対しては、関係者

による情報共有や、精神的負担軽減のための配慮等が重要であり、子母発 0531第 3

号「流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等について」により、地域の

実情に応じたきめ細かな支援を行うための体制整備を依頼したところです。 

下記令和３年度調査研究事業においては、流産や死産に関する相談窓口（担当者）

の設置状況（都道府県、市町村ともに増加）、死産や妊娠届後の流産、子どもの死に

ついて継続的支援や本人同意を前提に把握する体制整備の状況等が報告されていま

す。また、子どもを亡くした家族に関わる方々向けのグリーフケア及び相談支援の

手引き等も作成されております。子どもを亡くした家族への相談支援にご活用くだ

さい。 

合わせて、不妊に悩む方への特定治療支援事業（令和３年１月１日以降治療終了

分）においては、各都道府県等において、子どもを持ちたいと願う家庭の選択肢と

して、申請者の希望に応じて里親・特別養子縁組制度の普及啓発等を実施すること

をお願いしているところです。 

令和３年度調査研究事業において、不妊治療に携わる医療者のための不妊治療中

の方等への特別養子縁組制度・里親制度に関する情報提供の手引き、リーフレット

が作成されております。治療の難しい不妊症に関する情報提供のガイドブック及び

厚生労働省作成の不妊治療の保険適用に関するリーフレットも含め、情報提供にご

活用頂けますようお願いいたします。 

なお、不妊治療の保険適用については、令和４年４月１日より実施されますが、

生殖補助医療管理料１を算定する場合の施設基準として、「他の保健医療サービス

及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情報提供に努めるこ

と。」が示されています。 

 

※疑義解釈資料の送付について（その１）（令和４年３月31日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡）

【生殖補助医療管理料】問 18参照 

 （URL）https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923563.pdf 

 



2 

 

都道府県等におかれましても、医療機関等と連携し、不妊症・不育症患者等に対

する情報提供等の推進をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

＜令和 3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業＞ 

１ 子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究 

 ・手引き（自治体担当者向け、産科医療機関向け等） 

（URL）https://cancerscan.jp/news/1115/ 

 

２ 不妊治療中の方への里親・特別養子縁組の情報提供方法に関する研究 

・手引き 

・リーフレット（三つ折り・両面）、ポスター（別添） 

（URL）https://cancerscan.jp/news/1114/ 

 

３ 難治性不妊の病態と新規医療技術の評価・分析に基づく不妊症診療の質向上と

普及に資する研究 

・ガイドブック 

（URL）https://www.gynecology-htu.jp/refractory/ 

 

＜厚生労働省作成＞ 

・一般の方向け不妊治療の保険適用に関するリーフレット（別添） 

（URL）https://www.mhlw.go.jp/content/000913267.pdf 

 

（参考）以下 HPにも掲載されています。 

・厚生労省 HP： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosoda

te/boshi-hoken/funin-01.html 

・健やか親子 21HP（参考資料）：https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/useful-tools/ 

 

 

照会先 

 厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 担当：市川、向、内田 

 直通：０３－３５９５－２５４４ 



 

 

 







令和4年4月から、

不妊治療が保険適用されます。

年齢制限

治療開始時におい
て女性の年齢が43
歳未満であること

✔ 年齢･回数の要件(体外受精)は助成金と同じです

回数制限

初めての治療開始時点の女性の年齢 回数の上限

40歳未満 通算６回まで(1子ごとに)

40歳以上43歳未満 通算３回まで(1子ごとに)

● 保険診療でも、これまでの助成金と同様に以下の制限があります。

なお、一部の方に経過措置が適用されます。詳しくは裏面(Q9,Q10)をご確認ください☞

※ 助成金の支給回数は、回数の計算に含めません。(裏面Q8参照)

✔ 窓口での負担額が治療費(※)の3割となります

● 治療費が高額な場合の月額上限(高額療養費制度)もあります。

具体的な上限額や手続は、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入

の方は、お住まいの市町村の担当窓口)にお問い合わせください。

①不妊治療に関する取組
不妊治療に関する相談支援事業のご紹介、

検討会、研究事業などを掲載しています。

✔ 体外受精などの基本治療は全て保険適用されます

採卵
採精

体外受精
顕微授精

受精卵・
胚培養

胚移植

胚凍結保存

一般不妊治療

生殖補助医療

● 国の審議会(中央社会保険医療協議会)で審議された結果、関係学会のガイドラインな

どで有効性・安全性が確認された以下の治療については、保険適用されます。

タイミング法 人工授精

● 生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのある「オプション治療」につい

ても、保険適用されるもの、「先進医療」(※)として保険と併用できるものがあります。

※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせ
て実施することができます。不妊治療に関する「先進医療」は随時追加されることもありますので、
詳細は、受診される医療機関にご確認ください。

②不妊治療と仕事の両立のために
企業の福利担当や事業主の方へ向けた助成金

の案内、セミナー、マニュアル等の紹介を行っ
ております。

～その他、お役立ちページ(厚生労働省HP)～

※ 保険診療の治療費

高額療養費制度
(厚生労働省HP)



［ 不妊治療の保険適用に関するQ＆A ］

１．保険診療を受けるに当たって

Q１ 保険診療を受ける際に必要な準備はありますか？
A１ 受診の際には、不妊治療の治療歴や受診した医療機関などの情報を医師等にお伝えくださ
い。また、できるだけ患者様とパートナー様のお二人で受診してください。

Q２ どの医療機関で保険診療を受けることができますか？
A２ 助成金の指定医療機関であれば保険診療の施設基準を満たす経過措置があります(令和４
年９月30日まで) 。各医療機関が地方厚生局に届出を行うことになりますので、かかりつけ
の医療機関又はお近くの医療機関にご確認の上、受診してください。

Q３ 事実婚の場合も保険適用の対象ですか？
A３ 助成金と同様に対象となります。なお、受診の際に医療機関から、事実婚関係について確
認されたり、書類を求められたりすることがあります。

R4.3.16

３．保険適用前から不妊治療をされている場合

Q７ 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚は、保険適用後も使えますか？
A７ 助成金の指定医療機関や学会の登録施設で作成･凍結された胚は、基本的に保険診療でも
使用可能です。具体的には、受診される医療機関とよくご相談ください。

Q８ 保険適用で実施できる胚移植の回数は、過去の治療実績が含まれますか？
A８ 保険診療における胚移植の回数制限は、保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウント
しますので、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されません。

２．治療内容など

Q４ 先進医療を受ける際には、何か手続が必要ですか？
A４ 治療内容や費用について同意が必要になりますが、それ以外に患者側に特段の手続はあり
ません。なお、先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、具体的には、
受診される医療機関とよくご相談ください。

Q５ 採卵は、複数回実施することはできますか？
A５ 保険診療で採卵を行う際は、治療開始時に医師が作成する治療計画に従って行うことにな
ります。その際、医学的に必要と判断された場合は、複数回採卵を行うことも想定されます
(例えば、採卵を行っても卵子が得られない場合など)。

Q６ 採卵を保険診療、胚移植を保険外診療で実施することはできますか？
A６ 保険診療と保険外の診療(先進医療を除く)を組み合わせて実施することはできません。

４．年齢制限・回数制限の経過措置

Q９ ４月に43歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず43歳未満で受診できなかった場合
には、もう保険診療を受けることはできないのでしょうか？
A９ 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和４年４月２日か
ら同年９月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、
同期間中に治療を開始したのであれば、１回の治療(採卵～胚移植までの一連の治療)に限り
保険診療を受けることが可能です。

Q10 ４月に40歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず40歳未満で受診できなかった場合
には、回数制限の上限は通算３回となってしまうのでしょうか？
A10 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和４年４月２日
から同年９月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になってからでも、
同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算６回となります。


